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１ 法令等の根拠 

 この計画は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８第１項及び介護

保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条の規定により策定するものであり、老人

福祉事業及び介護保険事業を円滑に実施するためのものです。 

 なお、この計画は「米沢市まちづくり総合計画」の基本構想に則し、高齢者の福祉施

策をより一層推進させるものです。 

 

 

２ 計画策定の背景 

 わが国の高齢者人口は、平成２９年４月１日時点で３，４４１万人、総人口に占める

割合は２７．１％となっており、４人に１人以上が高齢者という「超高齢社会」を迎え

ています。一方、本市における同時点での高齢化率は３０．１％と、国の水準を上回る

数値を示しています。 

今後もさらに高齢化は進み、いわゆる団塊の世代すべてが後期高齢者に到達する平成

３７年には３４％に達することが見込まれ、３人に１人が高齢者という時代が間近に迫

っています。 

介護保険制度は、こうした超高齢社会における介護問題の解決、要介護者等を社会全

体で支える仕組みとして平成１２年４月に創設されました。 

本市では、介護保険制度導入に合わせて策定した第１期計画（平成１２年度～）以降、

法に定められている見直しを行い、介護サービスや生活支援サービスの整備、介護予防

の推進を図ってきました。特に、第５期計画、第６期計画においては、「医療」「介護」「予

防」「住まい」「生活支援」が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築に向

けた取り組みを推進し、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立して日常生活を営む

ことができるまちづくりを進めてきました。 

 第７期計画において、国は、第６期計画までに構築してきた「『地域包括ケアシステム』

の深化」を始めに、「自立生活支援、介護予防・重度化防止」「在宅医療・介護連携」「認

知症施策」「家族介護者への支援」といった方策を推進していくことを求めています。ま

た、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の改正により、第７期計画には、介護給付

等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項及び目標を定

めるものとされました。 

第７期計画は、当面の計画期間である平成３０年度から平成３２年度までの３年間に

直面する課題へのアプローチといった短期・中期的視点と、次期計画以降、目標年であ

る平成３７年までを見据えた長期的視点、その両視点から高齢者施策全般に係る取り組

みを総合的かつ体系的に示す計画として、ここに策定します。 
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出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マ    

   ネジメント」（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、 

平成２７年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016 年  

 
「介護」「医療」「福祉」という専門的なサービスと、その前提としての「住まい」「介護予防・生活支援」が
相互に関係し、連携しながら在宅の生活を支えている。 
 
【すまいとすまい方】 
●生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住まい方が確保されていること
が地域包括ケアシステムの前提。高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた住環境が必要。 

 
【介護予防・生活支援】 
●住民自身や専門職以外の担い手を含めた多様な主体により、介護予防と生活支援が一体的に提供される。（介
護予防・日常生活支援総合事業） 

●専門職の関わりを受けながらも、その中心はセルフマネジメントや地域住民、ＮＰＯ等も含め、それぞれの
地域の多様な主体の自発性や創意工夫によって支えられる。 

 
【介護・医療・福祉】 
●個々人の抱える課題に合わせて「介護・リハビリテーション」「医療・看護」「保険・福祉」が専門職によっ
て提供される（有機的に連携し、一体的に提供）。ケアマネジメントに基づき、必要に応じて生活支援と一
体的に提供。 

 
【本人・家族の選択と心構え】 
●単身・高齢者のみ世帯が主流になる中で、「本人の選択」により在宅生活が継続され、この意味を本人家族
が理解し、そのための心構えを持つことが重要。 

地域包括ケアシステムにおける「５つの構成要素」 
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生きがいを持って高齢期を過ごせる長寿のまちづくりの推進 

 

高齢者が生きがいを持ち、互いに支え合い、 

   住み慣れた地域で自立して暮らせる「わがまち米沢」 
 

≪重点項目≫ 

１ 健康長寿のまちづくりの推進 

２ 多様なニーズに応じた生活支援の体制整備 

３ 在宅医療・介護連携体制の推進 

４ 安心・安全な住環境の整備 

５ 介護保険制度の円滑な運営と質的向上 
 

３ 計画の基本的考え方 

（１）基本理念 

 

 

 

 

本計画は、市の上位計画である米沢市まちづくり総合計画の目指すべき将来像である

「ひとが輝き 創造し続ける 学園都市・米沢」の実現に向けて、高齢者福祉の施策で

ある「生きがいを持って高齢期を過ごせる長寿のまちづくりの推進」を基本理念として

掲げます。 

 

 

（２）基本目標 

 

 

 

 

基本理念に基づく高齢者のためのまちづくりを実践していくために、米沢市の目指す

地域包括ケアの姿である「高齢者が生きがいをもち、互いに支え合い、住み慣れた地域

で自立して暮らせる『わがまち米沢』」を基本目標として掲げます。 

この目標を達成するため、次の５つの重点項目を設定し、住民ニーズに合わせて「介

護」「医療」「予防」「住まい」「生活支援」が切れ目なく、有機的かつ一体的、体系的に

提供される体制（地域包括ケアシステム）を推進します。 
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４ 計画の期間 

この計画は、平成３０年度を初年度とする平成３２年度までの３年間を計画期間とし

ています。米沢市介護保険運営協議会において毎年度進行管理を行い３年目の平成３２

年度に見直しを実施し、平成３３年度から平成３５年度までを計画期間とする新たな計

画を策定することになります。 
 

【計画期間】 
 

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度  ３７年度 

          

第９期 
計画期間 

第６期計画期間        

 
 

 

見直し 第７期計画期間     

    
 

見直し 第８期計画期間  

       
 

見直し  

 

 

５ 他の計画との関係 

 本計画は、国や県の高齢者施策や計画などを指針としながら、総合計画である「米沢

市まちづくり総合計画」を上位計画とし、高齢者福祉に関係する各種計画との連携・協

働を図る計画とします。 

  

 

 

 

 

 

 

６ 計画の策定体制 

 米沢市介護保険運営協議会条例に基づいて、被保険者、知識経験者、関係団体の代表

者等１５名を、平成２７年１０月に協議会委員として委嘱しました。 

協議会は平成２７年度、平成２８年度に第６期計画の実施状況等を内容として開催し、

平成２９年度には事業計画の内容等の協議・検討を行ってまいりました。 

団塊の世代が 7５歳に到達 

平成３７年までの長期的見通し 
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